
 組合員各位殿 

⾞両制限令をご遵守ください！
※⾞両制限令違反⾞両に対するペナルティが実施されています。

◎利⽤約款第２３条に
 基づく警告書発⾏
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割引停⽌期間を含む四半期（3 ヶ⽉）の
違反点数累計が３０点以上となると 1 年
以内の期間を定め利⽤停⽌とする。

■割引停⽌などの措置に⾄るまでのイメージ（例） 

⼤⼝・多頻度割引におけるペナルティへの流れ

◎⾞両制限令違反をすると、違反現場にて NEXCO 東⽇本 / 中⽇本 / ⻄⽇本より命令書が発⾏されます。 

◎四半期（3 ヵ⽉間）に違反の累積点数が 30 点 以上（1 〜 3 ⽉、4 〜 6 ⽉、7 〜 9 ⽉、10 〜 12 ⽉）
 となった場合、ＮＥＸＣＯ東⽇本 / 中⽇本 / ⻄⽇本より注意⽂書が届きます。また、講習会がＮＥＸＣＯ
 管理局にて⾏われますので組合員さまにも必ずご参加していただきます。
◎注意⽂書には『平成◇◇年●●⽉から ×× ⽉までの 3 か⽉間に再度違反を繰り返しますと、割引停⽌
 などの措置を⾏う場合があります』と期間が指定されております。 

◎注意⽂書に記載された期間に再度違反を繰り返すとペナルティ（割引停⽌・利⽤停⽌などの措置）が
 ⾏われます。 

⾞両制限令違反をされた場合、カードの即時利⽤停⽌・組合除名処分および割引相当額の返還をお願いすることがあります！！ご注意下さい。

※４半期（１〜３、４〜６、７〜９、10 〜 12 ⽉）３ヶ⽉の間に累計点数が３０点を超えますとＮＥＸＣＯより
 警告の対象となります。組合全体の割引停⽌・利⽤停⽌につながる事となりますので必ず⾞両制限令をご遵守
 下さい。なお、裏⾯に点数表がございます。点数表の⾒⽅わからないところがございましたら組合までお問い
 合わせ下さい。

例）最遠軸距 12.5m のバン型セミトレーラ（※例⾞）を、特殊⾞両通⾏許可なく総重量 50 トンで四半期（3 ヵ⽉間）に
  2 回⾛⾏させると、15 点 ×2 回＝30 点となり、警告書発⾏対象となります。 また、特殊⾞両通⾏許可をしていても、
  制限を超えた場合には、点数が加算されます。ご注意下さい。

ケイ・シー・エム協同組合
2010 年 09 ⽉
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・⾼速道路はみ出し有
・⼀般有料道路

・⾼速道路はみ出し無
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単⾞
セミトレーラのうち
特例⾞種以外のもの
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●単⾞、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例⾞種以外のもの

※点数表


